契　約　書（案）

１　契約件名　　令和8年度（2026年度）熊本市ホームページバナー広告及び市政だ
　　　　　　　　　　　　　より広告掲載業務

２　履行場所　　熊本市が指定する場所

[bookmark: _Hlk7017694]３　履行期間　　自　　令和　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　至　　令和９年（２０２７年）３月３１日
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４　契約額


　　　　　　　　　　　　　　　（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　　￥　　　　　　－　）

５　業務内容　　別紙仕様書のとおり

６　契約保証金　　￥－（又は免除）

　　上記委託業務について、熊本市（以下「甲」という。）と〇〇〇〇（以下「乙」という。）とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
　　この契約成立の証として、本書２通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各自その１通を保有する。
　　(注)　電子情報処理組織を使用する方法により契約を締結する場合は、「この契約の成立の証として、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。」とあるのは「この契約の成立の証として、本書の電磁記録を作成し、甲及び乙が電子署名のうえ、各自その電磁記録を保管する。」とし、「印」を削る。

令和　　年　　月　　日

		甲　　　熊本市中央区手取本町1番1号
　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本市
	印


　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本市長　大　西　一　史
　　　　　　　　　　
		乙　　所在地
	印


　　　　　　　　　　　商号または屋号

		　　　代表者


（総則）
第１条　甲は、広告掲載のため、別紙仕様書に定める熊本市ホームページバナー広告掲載枠及び市政だより広告掲載枠を乙の利用に供する。
２　乙は、前項の広告掲載に関して仕様書に従うものとする。

（広告の申請等）
第２条　乙は、掲載しようとする広告について、申請書に必要資料・データ等を添付して仕様書に定める期日までに申請し、甲の承認を得なければならない。
２　前項により承認を得た広告は、仕様書に定める期日までに完全な版下を作成し、甲が指定する場所に納品するものとする。

（広告料の支払）
第３条　乙は、頭書記載の金額(以下｢広告料｣という。)を熊本市ホームページバナー広告掲載枠及び市政だより広告掲載枠の利用料として、別表の支払期限までに甲の発行する納入通知書により納入する。
２　第６条第１項第３号による申し出があったときに未払いの広告料があるときは、乙は、当該広告料を甲が定める期限までに甲の発行する納入通知書により納入する。

（広告料の返還）
第４条　既に納付した広告料は返還しない。ただし、乙の責に帰すことができない事由により広告掲載を中止または広告掲載に係る契約を解除したときはこの限りでない。

（広告掲載の中止）
第５条　乙が不当景品類及び不当表示防止法をはじめとする広告関係法令及び各業種において定めた広告に関する甲の広告事業関連の要綱、要領、基準等に違反した場合は、甲は広告掲載を一部中止することができる。なお、中止した広告分の広告料は返還しない。

（契約の解除等）
第６条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。こ
　の場合において、乙に損害が生じても甲はその保証の責を負わない。
（１）国税、地方税その他公課の滞納処分もしくは強制執行を受け、または倒産もしくは破産する
　おそれがあり、そのことにより広告料の支払いをすることができないと認められるとき。
（２）この契約の締結および履行に際し不正の行為があったとき。
（３）乙の責に帰すべき事由により契約解除の申出があったとき。
(4)広告取扱業者の登録を取り消されたとき。
（5）前4号に掲げるもののほか、乙がこの契約、関係法令または熊本市契約事務取扱規則等に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。

（損害負担）
第７条　この契約の履行にあたり、乙に生じた損害または乙が甲にもしくは第三者に及ぼした損害はすべて乙が負担するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。

（補則）
第８条　この契約書に定めるもののほか、乙は熊本市契約事務規則その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
２　この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。

（別表）

	期別
	掲載期間
	支払期限
	支払額

	第1期
	令和8年（2026年）４月１日
～６月30日
	令和8年（2026年）
４月30日
	　　　　　　　　円

	第2期
	令和8年（2026年）７月１日
～９月30日
	令和8年（2026年）
７月31日
	　　　　　　　　円

	第3期
	令和8年（2026年）10月１日
～12月31日
	令和8年（2026年）
10月31日
	　　　　　　　　円

	第4期
	令和9年（2027年）１月１日
～３月31日
	令和9年（2027年）
１月31日
	　　　　　　　　円
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